
ア　目的 「いじめ防止・対策委員会」を設置して，いじめの未然防止・早期発見への取組について協議し，今後の方策を決定する。

◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ イ　構成メンバー

◎ ウ　いじめ防止・対策委員会　年間活動計画（年間　　回以上開催） エ

○ ○ ○

○ ○ いじめの相談・通報の窓口としての役割

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 外部関係機関との連携のための連絡・調整

◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 年間活動計画の作成　教職員研修の計画・チェックリストの作成

◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 学校いじめ防止プログラム（あったかプログラム等）の実施

○ 支援の必要な児童（生徒）についての情報共有と指導の方向性を協議

○ ○ 授業評価アンケート・いじめアンケートの作成・実施

◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 第１回学校生活アンケート等の集計・分析

◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ２学期以降の活動の見直し

◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ いじめ問題への取組について，保護者・地域へ発信・啓発

◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○

○ ○ いじめの防止等に係る取組のチェックリストの実施及び集計・分析

○ ○ ○ 年間活動の集約・見直し

◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 次年度当初に実施する学校いじめ防止プログラムの立案・作成

◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

３　自己有用感や自尊感情を
　　高める指導

自立活動（社会性の学習）等の取組

人権学習・読書活動等の充実

Ⅴ　方針や取組の検証と評価についてウ
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１　子どもたちが肯定的に認め
　　られる地域との関係づくり

地域行事への積極的参画

生活単元学習・総合学習の充実

２　家庭・地域からの情報を受
　　けやすい体制づくり

ＨＰ・学校通信等での呼びかけ

スクールカウンセラー等の活用

３　いじめ防止の重要性につ
　　いての広報・啓発
　　（インターネットいじめを含む）

ＨＰ・学校通信等での呼びかけ ○

学校生活アンケートの実施と分析
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１　人とかかわることの喜びや
　　大切さに気づかせる指導

社会体験や生活体験を学ばせる取組

異学年交流

学校行事の充実

２　「いじめ」について学ばせる
　　計画的指導（インターネット及び
　　携帯電話を通じて行われるいじ
　　めを含む）

道徳・学級活動等をとおした常時指導

資料、教材等を活用した学習

３
学
期

全校集会や学部集会での呼びかけ

外部講師による講演会や授業

生徒会による活動の支援

授業規律向上のための共通理解
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１　全ての子どもが参加・活躍
　　できるための授業改善

教職員全員の授業公開

２　教職員自身の人権感覚の
　　向上のための校内研修

人権・生徒指導の観点での相互参観

３　いじめを予防する
　　相談体制の整備

５
月

６
月

７
月

　いじめが疑われる事案が生じた場合は，校長の判断に
より組織的対応で迅速な解決を図る。
　校長の判断により必要に応じて，生徒指導ＳＶやＳＳＷ
等の外部の専門的知識を有する者や関係機関との連携を
とる。

学校評価アンケート等の分析と活用
通
年

い
じ
め
が
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が

生
じ
た
場
合

校内研修（いじめ問題・虐待）の実施

発達等の課題のある児童（生徒）への共通理解

１
学
期

独りで抱え込まない職場の関係づくり ○事案に係る指導方針の決定，役割分担，取組の提示・周知
　　（いじめ重大事態調査委員会が，取組全体の要となり，
　　組織的対応を推進する）

○事実関係を早期に把握するための調査

○専門的知識を有する者との連携

○教育学部との連携

○高知市教育委員会との連携

○家庭と連携した支援・指導の計画及び実施

相談先の明確化

いじめ防止・対策委員会の開催（定期的な情報交換を含む）　

授業評価アンケート・第２回学校生活アンケートの実施

道徳教育・人権教育の授業実施について全校的視点での協議・見直し

授業評価アンケート・いじめアンケートの作成・実施

○　児童一人一人の自己有用感を高め、自尊感情を育む教育活動を推進する。

○　人権意識の向上や規範意識の醸成を図るともに， 生命を大切にする 心を育む ことによって， いじめの防止・早期発見に努める。

○　いじめを許さない、見過ごさない環境づくりに努める。 イ
　

「
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」
の
た
め
に

　いじめにかかわらず、全ての教職員が障害の種類、程度、特性に関わらず人権尊重については最も基本的かつ重要な事項としてとらえていく。いじめにつ
いては、どの学校、どの学級でも起こり得るものであり、以下の基本認識をもって防止にあたる。
　・いじめは人間として絶対に許されないという強い認識を持つ。
　・いじめに対しては被害者の立場に立った指導・対応を行う。
　・いじめは全教職員で取り組む問題であり、学校の在り方が問われる問題である。
　・いじめは家庭教育、環境（学校含む）の在り方に大きくかかわる問題であり、奥深い視野から取り組む必要のある問題である。

12
月

冬
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１
月

夏
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○　発達の段階に即した確かな児童生徒理解、教育相談の重視、一貫性のある組織的な指導の中で、 いじめの防止・早期発見に努める。

Ⅱ　いじめを「未然に防止」するための年間計画　　　　　※検証は年度末に実施する。

いじめ防止等
に向かう

学校の姿勢
○　いじめを早期に発見するために調査や家庭訪問を実施し、学校と家庭で情報を共有する。

目　　的
Ⅳ　いじめ問題に取り組むための校内組織（いじめ防止・対策委員会）

３
月

4 月 4令和６年度　学校いじめ防止基本方針（行動計画） 高知大学教育学部附属特別支援学校 令和 5

目　的 具体的な取組 検証

日　策定

Ⅲ　いじめを「早期発見」「早期解決」するための方策　　　　　

いじめの
定義

　「いじめ」とは，児童等に対して，当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的
な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって，当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。（いじ
め防止対策基本法第２条）
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１　小さな変化や兆候に
　　気づく

学校の
現状と課題

３　家庭・地域と連携した
　　見守りをする

　本校では、教員の児童生徒への声掛けや指示の語調或いは、指導の意味が児童生徒と共通理解が図られいないために、児童生徒が嫌な思いをしている
ケースが見られている。（学校生活アンケート結果による）また、テレビ等のメディアから入ったお笑い等で行われている内容や言葉遣いなどがそのまま使わ
れていることもある。児童生徒にとっては、テレビで行われていたことをそのまままねているだけであるが、このことがいじめにつながる行為であり、相手を傷
つける行為として指導するとともに、各自に相手の心を傷つける行為であることの認識と自覚、自律心を育てていく必要がある。
　学校としては、児童生徒の障害特性に応じた指導と遊びに関わる気配り等、常に児童生徒の行動を把握しておくことが求められるとともに、教員のいじめ
に対する感度を高め、児童生徒の指導の在り方を見直す。また、いじめが明らかとなった時、いじめた側の保護者の理解と協力をどのように促すかが課題と
なる。 ２　気づいた情報を

　　確実に共有する

学校の
基本的な認識

いじめはどこでもだれでも起こりうるものとして，児童（生徒）の様子を観察する。

個々の教職員で個別に判断することなく，気になる変化はメモ等で情報共有し，複数の視点で観察を継続する。

事案発生時の聞き取り調査票に記載し，いじめ相談・通報受付窓口が集約して，情報の一元化を図る。

いじめ問題に取り組むために関係者からの情報を収集し、校内組織に遅滞なく情報を上げていく。

気になる児童（生徒）への積極的な働きかけを行う。誰にでも相談できることを伝え，安心感を持たせる。

いじめの可能性を安易に否定することなく，常に事案発生の事態を念頭におき観察を継続する。

地域の関係機関との連携を深め，情報を受けやすい体制を整える。

日頃から学級・学校通信等を活用し，開かれた学校づくりに努め，家庭からの情報を受けやすい体制を整える。

ポスターや相談カード等で，学校外の相談窓口の所在を，児童や保護者に周知する。

解決のための責任の主体を組織に置く。教職員個人の責任や判断のみで対応しない。

当該事案の解決のために最も有効となる役割分担を行い，迅速な対応を行う。

事実関係を早期に把握する調査を行う。被害－加害の二者関係だけでなく，構造的に問題を捉える。

いじめられている児童生徒の安全を最優先に考え，状況を把握し，本人や保護者の気持ちに寄り添った対応をする。

いじめた子には，「いじめは許されない」という毅然とした姿勢を持つと同時に，育成的な指導に努める。

いじめの全体像を正確に把握し，必要に応じて当該児童生徒等の属する集団への指導を適切に行う。

３　家庭・関係機関と連携して
　　取り組むこと

１　組織で対応する

２　児童生徒へのケア・指導
　　としてやるべきこと

校長、副校長、学部主事、児童生徒部長、養護教諭、(人権教育主任）スクールカウンセラー、その他校長が必要と認める者。

いじめ問題が起きた際は，家庭との連携をより密にし，学校の指導方針等を伝え，協力を求める。

家庭での様子や，交友関係等についての情報を提供してもらい，指導に生かす。

子どもや保護者の状況に応じて，スクールカウンセラーや相談機関等の活用も勧める。

○　学校と家庭・地域関係機関が連携・協働して、 早期発見に努めるとともに、 発生時は毅然と対処し、継続的に その指導にあたる。

検証
（○ △ ×等）２

月

学
年
末

９
月

具体的な取組

実施時期　【対象学年やブロックでの指定も可】

10
月

11
月

通
年

学
年
始

４
月

○ ○

※検証は、４（よくできている）３（おおむねできている）


